
　子
育
て
で
悩
み
は
あ
り

ま
せ
ん
か
。
同
じ
子
育
て

中
の
方
や
子
育
て
サ
ポ
ー

タ
ー
と
情
報
交
換
を
し
な

が
ら
、
一
緒
に
サ
ロ
ン
で

楽
し
み
ま
し
ょ
う
。

　子
ど
も
さ
ん
と
気
軽
に

お
越
し
く
だ
さ
い
。

子
育
て
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

（
兼
子
育
て
ワ
ク
ワ
ク
学
習
会
）

　

子
育
て
に
つ
い
て
、
気
軽
に
相
談

に
応
じ
、
ア
ド
バ
イ
ス
な
ど
を
行
う

サ
ポ
ー
タ
ー
を
養
成
す
る
講
座
で
す
。

　

ま
た
、
育
児
中
の
方
の
学
習
会
も

兼
ね
て
開
催
し
ま
す
。

【
日
程
】＝
６
月
か
ら
７
月
の
水
曜
日

お
よ
び
７
月
11
日（
土
）（
全
４
回
）

＊�

詳
細
に
つ
い
て
は
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

【
所
】＝
中
央
公
民
館

【
内
容
】＝
指
遊
び
な
ど
の
実
技
、
子
育

て
に
関
す
る
講
話

【
対
象
】＝
全
講
義
を
受
講
で
き
る
方

【
定
員
】＝
30
人（
託
児
あ
り
）

【
受
講
料
】＝
無
料

【
申
込
締
切
】＝
５
月
27
日（
水
）必
着

【
申
込
方
法
】＝
は
が
き
、
フ
ァ
ク
ス

ま
た
は
電
子
メ
ー
ル
に
、
住
所
・
氏

名（
ふ
り
が
な
）・
年
齢
・
性
別
・
電

話（
フ
ァ
ク
ス
）番
号
を
記
入
の
上
、

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

受
講
者
決
定
に
つ
い
て
は
、
こ
ち

ら
か
ら
通
知
し
ま
す
。

【
申
込
・
問
合
先
】＝
〒
８
９
５-

０
０

７
６　
大
小
路
町
14-

５　
中
央
公
民
館

（
22
）７
２
５
１

（
20
）１
３
３
１

shakai@
city.satsum

asendai.lg.jp

ま
な
び
ね
っ
と
セ
ン
タ
ー（
パ

ソ
コ
ン
相
談
）の
ご
案
内

　

中
央
公
民
館
で
は
、
パ
ソ
コ
ン
の

操
作
に
関
す
る
悩
み
を
解
決
す
る
た

め
の
相
談
窓
口
と
し
て
、｢

ま
な
び

ね
っ
と
セ
ン
タ
ー｣

を
開
設
し
て
い
ま

す
。

　

パ
ソ
コ
ン
が
初
め
て
の
方
で
も
基

本
か
ら
学
習
で
き
ま
す
の
で
、
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
時
】＝�

毎
週
火
〜
金
曜
日
10
時
〜
17

時＊�
た
だ
し
、
祝
日
、
盆
、
年
末
年
始
は

除
く

【
所
】＝
中
央
公
民
館
１
階　

ま
な
び

ね
っ
と
セ
ン
タ
ー

【
内
容
】＝
パ
ソ
コ
ン
の
操
作
に
関
す

る
こ
と
や
学
習
方
法
な
ど
、
専
門
の

所
員
が
丁
寧
に
お
答
え
し
ま
す
。

【
相
談
方
法
】＝
直
接
ま
た
は
電
話
で

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

＊�

ご
自
分
の
パ
ソ
コ
ン
の
持
ち
込
み

も
で
き
ま
す
。

【
問
合
先
】＝
ま
な
び
ね
っ
と
セ
ン

タ
ー（
中
央
公
民
館
内
）

（
22
）７
２
５
１

  

子
育
て
サ
ロ
ン
に
つ
い
て

○
時
＝
毎
週
水
曜
日

　
　

10
時
～
12
時

　
　

＊
た
だ
し
、
祝
日
は
休
み

○
所
＝
中
央
公
民
館
３
階　

和
室

○ 

内
容
＝ 

絵
本
の
読
み
聞
か
せ
や

キ
ッ
ド
ビ
ク
ス（
音
楽
に
合

わ
せ
て
の
体
操
）な
ど
実
施

し
て
い
ま
す
。

○
参
加
料
＝
無
料

○
問
合
先
＝
中
央
公
民
館　

　

（
22
）7
2
5
1
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　木

造
住
宅
耐
震
診
断
・

　
　
　

改
修
補
助
金
制
度

　

地
震
に
よ
る
木
造
住
宅
の
倒
壊
な
ど 

の
被
害
を
防
ぎ
、
安
全
な
建
築
物
の
整

備
を
促
進
す
る
た
め
、
耐
震
診
断
及
び

耐
震
改
修
工
事
の
経
費
の
一
部
を
補
助

し
ま
す
。

【
補
助
交
付
の
要
件
】＝

   

次
の
す
べ
て
の
要
件
を
満
た
す
場
合

に
交
付
し
ま
す
。

①
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
着
工
さ

　

れ
た
一
戸
建
て
住
宅
、
長
屋
お
よ
び

　

共
同
住
宅
で
、
２
階
建
て
以
下
か
つ

　

延
べ  床
面
積
５
０
０
㎡
以
下
の
も
の

②
耐
震
診
断
ま
た
は
耐
震
改
修
工
事
を 

　

行
う
木
造
住
宅
の
居
住
者
ま
た
は
所

　

有
者
で
あ
る
こ
と

③
市
税
な
ど
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と

【
診
断
補
助
金
の
額
】＝

　

交
付
対
象
経
費
の
３
分
の
２
以
内
と 

し
、
１
棟
に
つ
き
６
万
円
が
限
度
額

【
改
修
補
助
金
の
額
】＝

　

交
付
対
象
経
費
の

１０
分
の
９
以
内
と

し
、
１
棟
に
つ
き

３０
万
円
が
限
度
額

【
耐
震
診
断
】＝
５
棟

▼
受
付
開
始
日
＝
平
成
27
年
５
月
20
日 

　
（
水
）か
ら
先
着
順

＊
既
に
耐
震
診
断
を
終
え
て
い
る
場
合

　

は
対
象
外

【
耐
震
改
修
】＝
１
棟

▼
既
存
住
宅
改
修
環
境
整
備
事
業
補
助

　

金
に
合
わ
せ
て
募
集
し
ま
す
。

＊
既
に
耐
震
改
修
を
終
え
て
い
る
場
合

　

は
対
象
外
。
以
前
に
診
断
を
受
け
、

　

未
改
修
の
場
合
は
対
象
に
な
る
こ
と

　

が
あ
り
ま
す
。

　

要
件
を
満
た
す
住
宅
耐
震
改
修
を

行
っ
た
場
合
、
次
の
よ
う
な
特
別
控
除

お
よ
び
減
額
措
置
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

【
所
得
税
額
の
特
別
控
除
】＝

　

当
年
分
の
所
得
税
額
か
ら
住
宅
耐
震

改
修
に
係
る
耐
震
工
事
の
標
準
的
な
費

用
の
額
の
10
％
に
相
当
す
る
額（
最
高

25
万
円
、
補
助
額
は
控
除
）が
控
除
さ

れ
ま
す
。
確
定
申
告
を
行
う
必
要
が
あ

り
ま
す
が
、
そ
の
際
の
住
宅
耐
震
改
修

証
明
書
は
本
庁
建
築
住
宅
課
で
審
査
の

上
、
発
行
し
ま
す
。

【
固
定
資
産
税
の
減
額
措
置
】＝

　

平
成
27
年
12
月
31
日
ま
で
は
、
固
定

資
産
税
の
減
額
措
置
の
適
用
対
象
と
な

り
ま
す
。（
耐
震
改
修
の
費
用
が
50
万
円

未
満
で
あ
る
場
合
を
除
く
）

【
事
前
相
談
・
受
付
先
】＝

　

本
庁
建
築
住
宅
課
建
築
指
導
グ
ル
ー

プ　
　
（
23
）５
１
１
１（
内
線
３
６
４
３
）

が
け
地
近
接
等
危
険
住
宅

　
　
　
　
移
転
補
助
金
制
度

 　

災
害
の
未
然
防
止
を
図
り
、
市
民
の

生
命
の
安
全
確
保
を
目
的
と
し
た
補
助

制
度
で
す
。
が
け
地
の
崩
壊
な
ど
に
よ

り
、
住
民
の
生
命
に
危
険
を
及
ぼ
す
お

そ
れ
の
あ
る
土
地
に
建
っ
て
い
る
危
険

住
宅
か
ら
、
安
全
な
と
こ
ろ
に
移
転
を

希
望
さ
れ
る
方
の
相
談
を
受
け
付
け
て

い
ま
す
。

【
対
象
建
物
】＝

　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
が

対
象
と
な
り
ま
す
。

①
が
け
上
・
が
け
下
で
、
昭
和
46
年
８

　

月
31
日
以
前
に
建
築
さ
れ
た
住
宅

②
災
害
危
険
区
域
内（
急
傾
斜
地
崩
壊

　

危
険
区
域
）ま
た
は
、
土
砂
災
害
特 

　

別
警
戒
区
域
内
に
建
つ
も
の
。
た

　

だ
し
、
防
災
工
事
が
完
了
し
て
い
る

　

場
合
は
対
象
外

【
補
助
交
付
の
要
件
】＝

　

危
険
住
宅
に
、
継
続
し
て
本
人
も
し

く
は
親
族
が
居
住
し
て
い
る
こ
と

＊
補
助
金
申
請
前
に
新
築
・
移
転
・
解

　

体
工
事
に
着
手
し
て
い
る
も
の
は
対

　

象
外
と
な
り
ま
す
。

【
申
請
者
要
件
】＝

▼
安
全
な
と
こ
ろ
へ
移
転
し
、
危
険
住

　

宅
を
除
却
さ
れ
る
方

▼
本
人
も
し
く
は
親
族
が
、
金
融
機
関

　

か
ら
の
借
り
入
れ
を
行
っ
て
、
移
転

　

先
の
住
宅
を
建
設（
購
入
）さ
れ
る
方

【
補
助
金
の
額
】＝

 
 

 
 

 
 

 
 

 【
事
前
相
談
・
受
付
先
】＝

本
庁
建
築
住
宅
課
建
築
指
導
グ
ル
ー
プ

　
（
23
）５
１
１
１（
内
線
３
６
４
３
）

区分 限度額 助成内容

危険住宅除却費 802,000 円 実費補助

建設（購入）費 4,570,000 円 金融機関から借
り入れをしたと
きの、利息に対
する補助

土 地 取 得 費 2,060,000 円

敷 地 造 成 費 597,000 円


